
安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変わります！



墜落制止用器具の選定について 

１．6.75ｍを超える箇所では、フルハーネス型を選定しましょう。 

2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の 

設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用する 

ことが原則となります。 

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合 

(高さが 6.75m 以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。

２．使用可能な最大重量に耐える器具を選定しましょう。 

墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の重量 

の合計に耐えるものでなければなりません。 

（85kg 用又は 100kg 用。特注品を除く。）

３．ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選択しましょう。 

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇

所からの高さ等に応じたものでなければなりません。 

腰より高いフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定します。


